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   東大和市体育施設等に関する条例施行規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、東大和市体育施設等に関する条例（平成５年条例第３４号。以

下「条例」という。）の施行について、必要な事項を定めるものとする。 

 （体育施設等の利用） 

第２条 条例第２条に規定する体育施設及び公園体育施設（以下「体育施設等」とい

う。）の利用は、別表第１利用区分の欄に定める貸切利用又は個人利用によるもの

とする。 

２ 体育施設等の利用は、別表第１利用単位の欄に定める単位に基づくものとする。 

３ 体育施設等の貸切利用は、別表第２利用限度の欄に定める利用限度を超えてはな

らないものとする。 

 （貸切利用の登録等） 

第３条 貸切利用をしようとする団体は、あらかじめ、東大和市体育施設等利用者

（団体）登録申請書に名簿等の必要書類を添えて指定管理者（条例第１４条に規定

する指定管理者をいう。以下同じ。）に提出しなければならない。この場合におい

て、団体の責任者（団体の運営に主たる責任を持つ者をいう。）の本人確認書類

（運転免許証、個人番号カード、社員証その他その者が本人であることを示す書類

をいう。以下同じ。）を提示しなければならない。 

２ 貸切利用の登録を受けることができる団体は、次の各号のいずれかに該当する団

体とする。 

（１）１０人以上で組織された団体で、その構成員の半数を超える者が東大和市（以

下「市」という。）の区域内に在住し、在勤し、又は在学する者（以下「市民」

という。）であるもの（以下「市内団体」という。） 

（２）１０人以上で組織された団体で、市民がその構成員の半数を超えないもの（以

下「市内団体以外の団体」という。） 

３ 貸切利用をしようとする個人は、あらかじめ、東大和市体育施設等利用者（個

人）登録申請書を指定管理者に提出しなければならない。この場合において、申請

者は、本人確認書類を提示しなければならない。 

４ 貸切利用の登録を受けることができる個人は、次の各号のいずれかに該当する者

とする。 

（１）市民 

（２）市民以外の個人 

５ 指定管理者は、第１項及び第３項に規定する申請を承認したときは、東大和市体

育施設等利用者登録台帳（以下「登録台帳」という。）に登録するとともに、利用

者登録番号を申請者に交付するものとする。 



６ 前項の規定により登録を受けた者は、登録事項等に変更が生じたとき（登録を取

り消す場合を含む。）は、速やかに、東大和市体育施設等利用者登録内容変更申請

書に必要書類を添えて指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。 

７ 指定管理者は、登録事項等の現況の確認のため必要があると認めるときは、登録

を受けた者に対し、指定管理者が必要と認める手続を行うことを求めることができ

る。この場合において、手続を行わなかったときは、登録台帳から当該登録を受け

た者の登録を抹消することができる。 

８ 第５項の規定による登録台帳の登録及び利用者登録番号の交付は、予約等システ

ム（インターネットを利用して体育施設等の利用の予約の抽選の申込み、利用の申

請等をすることができる仕組みをいう。以下同じ。）を利用して行うことができる。 

 （抽選による貸切利用の予約） 

第４条 東大和市民体育館、東大和市立桜が丘市民広場、東大和市上仲原公園野球場

（陸上競技場を含む。）若しくは東大和市清原中央公園運動広場の貸切利用をしよ

うとする市内団体又は東大和市上仲原公園テニスコートの貸切利用をしようとする

市民は、予約等システムを利用して、貸切利用をしようとする日（以下「利用日」

という。）の属する月の前々月の１５日から２５日までの間に、抽選による貸切利

用の予約（以下「抽選による予約」という。）の申込みをすることができる。 

２ 指定管理者は、抽選による予約の申込みを受けた場合は、抽選による予約の申し

込み期間の末日の翌日に、一斉に抽選をし、当選した者にその旨の通知をする等抽

選の結果を知らせる措置を、予約等システムを利用して行うものとする。 

３ 前項の抽選により当選した者は、利用日の属する月の前月の４日までに、次条第

１項に規定する利用申請書を提出し、及び同条第３項に規定する利用料金の納付を

しなければならない。この場合において、同条第１項に規定する利用申請書を提出

せず、及び同条第３項に規定する利用料金の納付をしないときは、その者の抽選に

よる予約は失効する。 

 （貸切利用の申請及び承認） 

第５条 体育施設等及び附帯設備（以下「施設等」という。）の貸切利用をしようと

する者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間において、利

用者登録番号を提示した上で、当該施設等に係る東大和市体育施設等利用申請書

（以下「利用申請書」という。）を指定管理者に提出しなければならない。 

（１）前条第２項の抽選により当選した者 同条第３項に定める日までの期間 

（２）前号に掲げる者以外の者 別表第２申請受付期間の欄に定める期間 

２ 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、適当

と認めたときは、貸切利用を承認するものとする。この場合において、適当と認め

る申請が複数あるときは、抽選による予約を除き、異なる時期の申請にあっては受



付の順序により、同時の申請にあっては抽選により決定するものとする。 

３ 指定管理者は、貸切利用を承認したときは、条例第７条に規定する利用料金の納

付と引換えに、当該貸切利用の承認を受けた者（以下「貸切利用者」という。）に

施設等に係る東大和市体育施設等利用承認書（以下「利用承認書」という。）及び

領収書を交付するものとする。 

４ 第１項に規定する利用申請書の提出は、予約等システムを利用して行わせること

ができる。この場合において、同項に規定する利用者番号の提示は、利用者番号の

予約等システムへの入力をもって代えることができる。 

５ 前項の規定により行われた申請は、当該申請等を受ける指定管理者の使用に係る

電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に指定管理者に到達したもの

とみなす。 

６ 第１項第２号に掲げる者が第４項の規定により予約等システムを利用して申請し

た場合において、申請した日から起算して３日以内に利用料金を納付しないときは、

当該申請は、取り下げられたものとみなす。 

７ 第２項に規定する申請の適否の審査並びに第３項に規定する貸切利用の承認並び

に利用承認書及び領収書の交付は、予約等システムを用いて行うものとする。 

８ 前項の規定により行われた利用承認書の交付は、利用承認書の交付を受ける者の

使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該利用承認書

の交付を受ける者に到達したものとみなす。 

９ 第３項に規定する利用料金の納付は、予約等システムを用いて行うことができる。 

 （個人利用の申請及び承認） 

第６条 東大和市民体育館又は東大和市民プールの個人利用をしようとする者は、利

用の当日、東大和市民体育館個人利用券又は東大和市民プール利用券（以下これら

を「個人利用券」という。）を購入しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、東大和市民体育館の個人利用をしようとする者は、あ

らかじめ東大和市民体育館個人利用回数券（以下「個人利用回数券」という。）を

購入することができる。 

３ 前２項の規定により、個人利用券又は個人利用回数券を購入したときは、個人利

用の申請及び承認があったものとみなし、当該個人利用券又は個人利用回数券は、

当該承認があったことを証する書面とみなす。 

 （貸切利用者の利用日等の変更又は利用の取消し） 

第７条 貸切利用者は、利用日、利用時間若しくは利用する施設等を変更し、又は利

用を取り消そうとする場合は、利用日の７日前の日（利用日の前日から起算して７

日前の日をいう。ただし、その日が条例別表第３に定める東大和市民体育館の休場

日に当たるときはその前日とする。以下同じ。）までに利用承認書を添えて、又は



提示して、指定管理者に申し出なければならない。 

 （利用承認書の提示） 

第８条 利用の承認を受けた者（以下「利用者」という。）は、施設等を利用すると

きは、利用承認書（第６条第３項の書面を含む。以下同じ。）を係員に提示しなけ

ればならない。 

 （領収書交付の特例） 

第９条 個人利用券又は個人利用回数券と引換えに徴収した利用料金については、利

用者からの請求があった場合を除き、領収書を交付しないものとする。 

 （利用料金の減額又は免除） 

第１０条 条例第７条第４項の規定により、利用料金を減額し、又は免除することが

できる場合は次の各号に定める場合とし、その免除又は減額の割合の取扱いは、当

該各号に定めるところによる。 

（１）市又は東大和市教育委員会が主催し、又は共催する事業として利用する場合 

免除 

（２）社会教育関係団体（東大和市スポーツ協会に加盟している団体その他の団体で、

市長が定める基準に該当しているものとして指定管理者が認めるものをいう。次

号において同じ。）が広く市民を対象とした体育、スポーツ及びレクリエーショ

ンの大会を目的として利用する場合 免除 

（３）社会教育関係団体が体育、スポーツ及びレクリエーションの活動を目的として

利用する場合 ５割の減額 

（４）前３号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めて市長の承認を得た場合 

 免除又は５割の減額 

２ 前項の規定により、利用料金の減額又は免除を受けようとする利用者は、第５条

第３項に規定する利用料金の納付の際に、東大和市体育施設等利用料金減額免除申

請書に指定管理者がその都度必要と認める書類を添えて指定管理者に提出し、承認

を受けなければならない。 

３ 指定管理者は、前項に規定する利用料金の減額又は免除を承認したときは、東大

和市体育施設等利用料金減額・免除承認書を申請者に交付するものとする。 

 （利用料金の還付等） 

第１１条 条例第８条ただし書の規定により利用料金を還付する場合は、利用者の責

任によらない事由が生じたことにより利用することができなかった場合、指定管理

者が公益上その他やむを得ない事由により利用の承認を取り消した場合又は第７条

の規定による利用の取消しの申出を指定管理者が認めた場合とし、その還付の額は、

次に掲げる利用しなくなった時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とす

る。 



（１）時間区分（条例別表第５に定める時間区分をいう。以下同じ。）の２分の１以

上の時間 当該時間区分に係る利用料金の全額 

（２）時間区分の２分の１未満の時間 当該時間区分に係る利用料金の５割の額 

２ 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする利用者は、東大和市体育施設

等利用料金還付申請書に利用承認書を添えて、又は提示して、指定管理者に提出し

なければならない。 

３ 指定管理者は、還付の承認をしたときは、東大和市体育施設等利用料金還付承認

書を申請者に交付するものとする。 

４ 指定管理者は、利用料金の還付を受けることができる利用者が施設等の利用を新

たに申請したときは、当該利用者の申出により、当該還付に係る利用料金を新たな

申請に係る施設等の利用料金に振り替えることができる。 

 （特別の設備の申請） 

第１２条 条例第１１条ただし書の規定により施設等に特別の設備をし、又は変更を

加えるための承認を受けようとする利用者は、第５条第１項の規定による申請の際、

東大和市体育施設等特別設備・変更申請書に図面等を添えて指定管理者に提出し、

承認を受けなければならない。 

２ 指定管理者は、前項に規定する申請を承認したときは、東大和市体育施設等特別

設備・変更承認書を申請者に交付するものとする。 

 （利用者の義務） 

第１３条 利用者は、条例その他関係規程を遵守し、指定管理者の指示に従わなけれ

ばならない。 

 （指定管理者を公募しない場合） 

第１４条 条例第１５条第１項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とす

る。 

（１）指定管理者を公募する手続において条例第１５条第２項の規定による申請がな

かった場合又は同条第４項の規定による審査の結果選定すべき法人等がなかった

場合で、再度公募する時間的余裕がないと認められるとき。 

（２）条例第２０条第１項の規定により指定管理者の指定を取り消した場合で、公募

する時間的余裕がないと認められるとき。 

（３）前２号に掲げるもののほか、指定管理者を公募することができない特別な事情

があると市長が認める場合 

 （指定管理者の申請） 

第１５条 条例第１５条第２項に規定する規則で定める申請書は、東大和市体育施設

等指定管理者指定申請書とし、同項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書

類とする。 



（１）定款又はこれに類する書類 

（２）登記事項証明書（法人に限る。） 

（３）役員又はこれに準ずべき者に関する名簿 

（４）財務状況に関する書類 

（５）経営状況に関する書類 

（６）団体の概要が分かる書類 

（７）体育に関連する施設の管理運営に関する実績を記載した書類 

（８）前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （指定管理者の欠格要件） 

第１６条 条例第１５条第３項第４号に規定する指定管理者に不適当な法人等として

規則で定めるものは、次に掲げる法人等とする。 

（１）市長、副市長若しくは地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の５

の規定により設置する委員会の委員若しくは監査委員（以下これらを「市長等」

という。）又は議員が、役員若しくはこれに準ずべき者又は支配人となっている

法人等（市長等にあっては、市が資本金、基本金その他これらに準ずべきものの

２分の１以上出資している法人等を除く。） 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行っている法人等 

（３）役員又はこれに準ずべき者が次のいずれかに該当している法人等 

  ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの 

  イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく

なった日から２年を経過しない者 

  ウ 公務員であった者で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過し

ないもの 

（４）前３号に掲げるもののほか、指定管理者に不適当な法人等として市長が定める

もの 

 （指定管理者の指定の通知） 

第１７条 市長は、条例第１５条第４項の規定により指定管理者を指定したときは、

東大和市体育施設等指定管理者指定通知書により指定した法人等に通知するものと

する。 

 （報告） 

第１８条 条例第１９条第１項の規定による毎月の業務及び経理の状況の報告は、翌

月の１５日までに行うものとする。 

２ 条例第１９条第２項に規定する事業報告書は、次に掲げる事項について記載し、

毎事業年度終了後６０日以内に市長に提出するものとする。 



（１）利用の承認、不承認等の状況その他の体育施設等の利用状況 

（２）施設等の維持及び管理の状況 

（３）利用料金の収入状況その他の業務に係る経費の収支の状況 

（４）前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

 （指定の取消し） 

第１９条 市長は、条例第２０条第１項の規定により指定を取り消し、又は期間を定

めて業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、東大和市体育施設等指定管理

者指定取消通知書により指定管理者に通知するものとする。 

 （市長による管理に関する読替え） 

第２０条 条例第２３条第３項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 

条 例 の 規 定 中 

読み替える規定 
読み替えられる字句 読み替える字句 

第４条 指定管理者（第１４条に規定す

る指定管理者をいう。次条から

第７条まで、第９条、第１１条

及び第１２条において同じ。）

が特に必要と認めて市長の承認

を得た 

市長が特に必要と認めた 

第５条 指定管理者が特に必要と認めて

市長の承認を得た 

市長が特に必要と認めた 

第６条第１項、第

２項及び第３項各

号列記以外の部分 

指定管理者 市長 

第６条第３項第５

号 

指定管理者が特に利用を不適当

と認めて市長の承認を得た 

市長が特に不適当と認め

た 

第７条の見出し 利用料金 使用料 

第７条第１項 利用料金 使用料 

指定管理者 市長 

第７条第２項 利用料金 使用料 

の範囲内において、指定管理者

があらかじめ市長の承認を得て

定めるものとする 

とする 

第７条第４項 利用料金 使用料 

第８条（見出しを 利用料金 使用料 



含む。）   

第９条各号列記以

外の部分及び第２

号 

指定管理者 市長 

第９条第４号 指定管理者が特に必要があると

認めて市長の承認を得た 

市長が特に必要があると

認めた 

第１１条 指定管理者 市長 

第１２条 指定管理者 市長 

別表第５ 利用料金 使用料 

の範囲内で指定管理者があらか

じめ市長の承認を得て定める額

です 

です 

 （規則の読替え） 

第２１条 第３条から第５条まで、第７条及び第９条から第１３条までの規定は、市

長が市長管理体育施設等（条例第１４条に規定する市長管理体育施設等をいう。）

を管理する場合又は条例第２３条第１項の規定により市長が体育施設等を管理する

場合に準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、

次の表のとおりとする。 

規 則 の 規 定 中 

読み替える規定 
読み替えられる字句 読み替える字句 

第３条第１項 指定管理者（条例第１４条に規

定する指定管理者をいう。以下

同じ。） 

市長 

第３条第３項及

び第５項から第

７項まで 

指定管理者 市長 

第４条第２項 指定管理者 市長 

第４条第３項 利用料金 使用料 

第５条第１項及

び第２項 

指定管理者 市長 

第５条第３項 指定管理者 市長 

利用料金 使用料 

第５条第５項 指定管理者 市長 

第５条第６項 利用料金 使用料 



第５条第７項 とする とする。この場合におい

て、予約等システムを用

いて第３項に規定する貸

切利用の承認を行ったと

きは、当該承認をもって

決裁責任者の決裁を受け

たものとみなす 

第５条第９項 利用料金 使用料 

第７条 指定管理者 市長 

第９条 利用料金 使用料 

第１０条の見出

し及び同条第１

項各号列記以外

の部分 

利用料金 使用料 

第１０条第１項

第２号 

市長が定める基準に該当してい

るものとして指定管理者 

市長 

第１０条第１項

第４号 

指定管理者が必要と認めて市長

の承認を得た 

市長が必要と認めた 

第１０条第２項 利用料金 使用料 

東大和市体育施設等利用料金減

額免除申請書 

東大和市体育施設等使用

料減額免除申請書 

指定管理者 市長 

第１０条第３項 指定管理者 市長 

利用料金 使用料 

東大和市体育施設等利用料金減

額・免除承認書 

東大和市体育施設等使用

料減額・免除承認書 

第１１条の見出

し 

利用料金 使用料 

第１１条第１項

各号列記以外の

部分 

利用料金 使用料 

指定管理者 市長 

第１１条第１項

第１号及び第２

号 

利用料金 使用料 



第１１条第２項 利用料金 使用料 

東大和市体育施設等利用料金還

付申請書 

東大和市体育施設等使用

料還付申請書 

指定管理者 市長 

第１１条第３項 指定管理者 市長 

東大和市体育施設等利用料金還

付承認書 

東大和市体育施設等使用

料還付承認書 

第１１条第４項 指定管理者 市長 

利用料金 使用料 

第１２条第１項

及び第２項 

指定管理者 市長 

第１３条 指定管理者 市長 

 （補則） 

第２２条 この規則に定めるもののほか、施設等の管理及び運営について必要な事項

は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

名称 利用区分 利用単位 

東大和市民体育館 貸切利用 午前９時から２時間３０分ごとに区分し、２

時間３０分を１単位とし、１日５単位とす

る。 

個人利用 午前９時から２時間３０分（月曜日から金曜

日まで（国民の祝日に関する法律（昭和２３

年法律第１７８号）に定める休日（以下「休

日」という。）を除く。以下同じ。）にあっ

ては、最後の区分を１時間３０分）ごとに区

分し、２時間３０分（月曜日から金曜日まで

にあっては、最後の区分を１時間３０分）を

１単位とし、１日５単位（月曜日から金曜日

までにあっては、１日６単位）とする。ただ

し、トレーニング室及びランニング走路の個

人利用をする場合は、入場時から２時間３０

分を単位とする。 



東大和市民プール 個人利用 入場時から２時間を単位とする。なお、超過

したときは１時間を単位とする。 

東大和市立桜が丘

市民広場 

貸切利用 午前６時から２時間（４月から１０月まで及

び翌年の３月にあっては、最後の区分を３時

間）ごとに区分し、２時間（４月から１０月

まで及び翌年の３月にあっては、最後の区分

を３時間）を１単位とし、１日６単位（１１

月にあっては１日５単位、１２月から翌年の

２月までにあっては１日４単位）とする。 

東大和市立清水ゲ

ートボール場 

貸切利用 半日を１単位とし、１日２単位とする。 

東大和市立新堀ゲ

ートボール場 

貸切利用 半日を１単位とし、１日２単位とする。 

東大和市立奈良橋

ゲートボール場 

貸切利用 半日を１単位とし、１日２単位とする。 

東大和市上仲原公

園野球場（陸上競

技場を含む。） 

貸切利用 午前６時から２時間ごとに区分し、２時間を

１単位とし、１日７単位（１１月、１２月及

び翌年の３月は１日５単位）とする。 

東大和市上仲原公

園テニスコート 

貸切利用 午前６時から２時間ごとに区分し、２時間を

１単位とし、１日７単位（１１月から翌年の

３月までは１日６単位）とする。 

東大和市清原中央

公園運動広場 

貸切利用 午前８時から２時間（４月から１０月まで及

び翌年の３月にあっては、最後の区分を３時

間）ごとに区分し、２時間（４月から１０月

まで及び翌年の３月にあっては、最後の区分

を３時間）を１単位とし、１日５単位（１１

月から翌年の２月までにあっては１日４単

位）とする。 

 備考 

  「入場時」とは、次に掲げる時をいう。 

 （１）個人利用券により東大和市民体育館のトレーニング室及びランニング走路並

びに東大和市民プールの個人利用をする場合は、当該個人利用券の購入時 

 （２）個人利用回数券により東大和市民体育館のトレーニング室及びランニング走

路の個人利用をする場合は、受付時 



別表第２（第２条、第５条関係） 

区分 利用者 名称 利用限度 申請受付期間 

一般 

申請 

市 民 東大和市上仲原公

園テニスコート 

１日１単位、平日は月

８単位、土曜日、日曜

日及び休日は月１単位

とし、かつ、週３単位

とする。ただし、利用

日の７日前の日から利

用日までにおいて体育

施設等が空いている場

合は、この限りでな

い。 

利用日の属する

月の前月の５日

から利用日まで 

市 内 

団 体 

東大和市民体育館 １日１単位、平日は月

８単位、土曜日、日曜

日及び休日は月２単位

とし、かつ、週３単位

とする。ただし、利用

日の７日前の日から利

用日までにおいて体育

施設等が空いている場

合は、この限りでな

い。 

利用日の属する

月の前月の５日

から利用日まで 

東大和市立桜が丘

市民広場、東大和

市上仲原公園野球

場（陸上競技場を

含む。）及び東大

和市清原中央公園

運動広場 

１日１単位、平日は月

８単位、土曜日、日曜

日及び休日は月１単位

とし、かつ、週３単位

とする。ただし、利用

日の７日前の日から利

用日までにおいて体育

施設等が空いている場

合は、この限りでな

い。 

利用日の属する

月の前月の５日

から利用日まで 

東大和市立清水ゲ

ートボール場、東

大和市立新堀ゲー

トボール場及び東

大和市立奈良橋ゲ

ートボール場 

利用限度はない。 利用日の属する

期間が４月から

９月までの間で

ある場合は当該

利用日の属する

年の３月の初日

から末日まで、 



  利用日の属する

期間が１０月か

ら翌年３月まで

の間である場合

は当該利用日の

属する年（利用

日が１月から３

月までの間に属

する場合は前

年）の９月の初

日から末日ま

で。ただし、当

該受付期間の経

過後においても

体育施設等が空

いている場合

は、利用日まで 

市 民 

以外の

個 人 

東大和市上仲原公

園テニスコート 

利用限度はない。 利用日の７日前

の日から利用日

まで 

市 内 

団 体 

以外の 

団 体 

東大和市民体育館 １日１単位、平日は月

８単位、土曜日、日曜

日及び休日は月２単位

とし、かつ、週３単位

とする。ただし、利用

日の７日前の日から利

用日までにおいて体育

施設等が空いている場

合は、この限りでな

い。 

利用日の属する

月の前月の１０

日から利用日ま

で 

 

東大和市立桜が丘

市民広場及び東大

和市上仲原公園野

球場（陸上競技場

を含む。） 

利用限度はない。 利用日の７日前

の日から利用日

まで 

東大和市清原中央

公園運動広場 

１日１単位、平日は月

８単位、土曜日、日曜

日及び休日は月１単位

とし、かつ、週３単位 

利用日の属する

月の前月の１０

日から利用日ま

で 



   とする。ただし、利用

日の７日前の日から利

用日までにおいて体育

施設等が空いている場

合は、この限りでな

い。 

 

特別 

申請 

市 内 

団 体 

東大和市民体育

館、東大和市立桜

が丘市民広場、東

大和市上仲原公園

野球場（陸上競技

場を含む。）、東

大和市上仲原公園

テニスコート及び

東大和市清原中央

公園運動広場 

体育、スポーツ又はレ

クリエーションの大会

は、年１回とする。た

だし、東大和市スポー

ツ協会に加盟している

団体が広く市民を対象

とする場合は、年２回

までとする。 

大会等の利用日

の属する月の３

箇月前の月の初

日から利用日ま

で 

市 内 

団 体 

以外の

団 体 

東大和市民体育館 体育、スポーツ又はレ

クリエーションの大会

は、年１回とする。 

大会等の利用日

の属する月の

前々月の初日か

ら利用日まで 

市 内 

団 体 

以外の

団体で

東京都内 

のもの 

東大和市清原中央

公園運動広場 

東京都内の区市町村が

主催、共催又は後援を

する体育、スポーツ又

はレクリエーションの

大会は、年１回とす

る。 

大会等の利用日

の属する月の３

箇月前の月の初

日から利用日ま

で 

 備考 

  １ 「一般申請」とは、特別申請以外の申請をいう。 

  ２ 「特別申請」とは、体育、スポーツ又はレクリエーションに係る大会その他

これに類する行事で、広く市民の参加を求めるもののうち、多数の参加者が見

込まれるものを開催する目的で行う申請をいう。 

  ３ 小学校、中学校及び高等学校における部活動での体育施設等の利用について

は、市内団体又は市内団体以外の団体の利用に関わらず、申請受付期間は利用

日の７日前の日から利用日までとし、利用限度はないものとする。 


